クラブ利用規約

【名称】
当クラブは「陸上塾」と称する（以下当クラブという）。　

【理念・目的】
陸上競技を通じた、心身の健全な育成と自己記録の向上を目的とする。

【事務局】
当クラブは以下の通り事務局を設ける。
〒０２０－０８３３　岩手県盛岡市西見前１５－１７６－２５

【会員区分】
1． 当クラブの参加区分を次の３つに区分する。
陸上塾アスリートクラブ・こども陸上塾・デカスロンズ
※大会登録名はこれらの総称として【陸上塾ZERO】を使用する。

【練習日時及び練習日数】
１．[陸上塾アスリートクラブ]（区分なし）
[bookmark: _Hlk218482835]土曜　小学生１３時～１６時３０分　ふれあいランドいわて陸上競技場
　　　中高生１４時~１６時３０分　ふれあいランドいわて陸上競技場
冬期間（１２月～３月）いわぎんスタジアム　

[こども陸上塾]（小学生）
月曜　１７時～１８時３０分　永井小体育館
火曜　１７時～１８時３０分　見前南小体育館
水曜　１８時３０分～２０時３０分　見前小体育館
木曜　１７時～１８時４５分　見前南小体育館
金曜　１７時～１８時３０分　タカヤアリーナ


[デカスロンズ]（中学生以上）
月曜　１８時４５分～２０時３０分　永井小体育館
火曜　１９時３０分～２０時４５分　きたぎんボールパーク
木曜　１９時３０分～２０時４５分　きたぎんボールパーク
金曜　１９時３０分～２０時４５分　きたぎんボールパーク

2． 練習日時は、当教室カレンダーにより事前に提示する。但し、自然災害や施設の状況等により中止する場合がある。
3． 練習回数は、年間４０回～１００回を目安とするが、部活動の無い学校の選手の受け皿などの事情により最大１７０回前後の場合もある。

【会員資格】
会員は、小学１年から大人までの男女で、陸上競技の大会に出場予定のもの。

【資格の喪失】
１．会員資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
２．会員は、指導員に申し出ることにより任意に退会することができる。但し前月の２０日までに申し出なければならない。
３．会員および保護者が次の各項に該当する場合は、除名することができる。
（ア）会員資格の要件を満たさないとき
（イ）会費を3カ月以上滞納したとき
（ウ）その他当教室の名誉を著しく毀損したとき
【入会】
１．当教室に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出して、会費等の諸費用を練習開始前に納入しなければならない。
2． 入会後、入会申込時の記述事項に変更が生じた場合には速やかに届け出なければならない。

【諸費用】
1． スポーツ安全保険800～1,850円
2． セラバンド500円
3． チームユニフォーム等15,000～20,000円程度、その年のデザインや物価により変動
（※陸上塾アスリートクラブとデカスロンズのみ）
4． 当クラブの会費はカテゴリーにより変更がある。

[陸上塾アスリートクラブ]
月3,000円、※大人無料

[こども陸上塾]
月4回コース　　2,500円
月８回コース　　3,500円
月無制限コース　4,500円

[デカスロンズ]
月4回コース　　4,300円
月8回コース　　4,800円
月無制限コース　5,300円

5． 有償練習施設によっては別途使用料を負担する。
6． 一旦納入した費用は、いかなる理由でも返還しない。

【事故の責任】
会員およびその保護者は、当クラブの活動に際して、この規約ならびに指導者の指示に従い、各自の責任において最大の注意を払うものとする。これに反して事故が起こった場合、当教室および指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

【保険】
1． 会員は、当教室の指定する保険（スポーツ安全保険）に加入しなければならない。
2． 保険料は入会時または年度更新時に納入して、保険加入の手続きは当クラブが代行する。
	対象範囲
	死亡
	後遺症(最高)
	入院（180日限度）
	通院（30日限度）

	団体活動中（小学・中学）
	3,000万円
	4,500万円
	4,000円（1日につき）
	1,500円（1日につき）

	団体活動中（大人※高校以上）
	2,000万円
	3,000万円
	4,000円（1日につき）
	1,500円（1日につき）


3． 活動中の傷害については、保険の範囲内でのみ対応する。

附則
・この規約は最新版で2026年１月1日より施行
